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廃止 見直し継続 計画内容変更 存続 

【実現性に関する評価】 

都市計画道路（区間） 

（Ⅰ）整備済みあるいは事業中か 

（Ⅱ-1）名豊道路に関連し道路骨 

    格を形成する重要路線か 

（Ⅱ-3）計画上の必要性があるか 

（Ⅱ-2）路線が市街化調整区域に 

位置しているか 

（Ⅲ）歴史・文化資源、環境など 

   に必要性を上回る多大な影響

があるか 

（Ⅳ）代替性を検討すべきか 

（Ⅴ）計画上の必要性を代替する道 

路があり、総合的に判断し

て計画を廃止すべきか 

No 

【必要性に関する評価】 

No 

No 

No 

Yes 

（Ⅵ）幅員や線形等の 

再検討が必要か 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

計画変更の検討に 

時間を要するか 

線形などの変更で 

影響を回避できるか 

Yes 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes No Yes 

No 

Yes 

廃止までの経過措置として

建築制限を緩和 
建築制限を緩和 

⑵ 検討ルートＥによる判定で廃止 

以下の検討手順によるものは次のとおりです。 

検

討

ル

ー

ト

Ｅ 
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検討手順の評価（計画上の必要性なし）により 

      に該当する路線 

 

番号 路線名 内容 

廃止－４ 幡豆線 
深溝西浦線から西側区間の必要性無し。 

（市街化調整区域） 

路線別の詳細は、P44参照。 

廃止 
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未整備となっている幡豆線のうち、西尾市幡豆町との境界にある起点から深溝西浦

線との交差部までの大半は市街化調整区域で、幡豆町側には都市計画道路はありませ

ん。この区間は、都市計画道路の必要性は極めて低いため、廃止する区間とします。 

廃止-4 幡豆線 

廃止 
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廃止 見直し継続 計画内容変更 存続 

【実現性に関する評価】 

都市計画道路（区間） 

（Ⅰ）整備済みあるいは事業中か 

（Ⅱ-1）名豊道路に関連し道路骨 

    格を形成する重要路線か 

（Ⅱ-3）計画上の必要性があるか 

（Ⅱ-2）路線が市街化調整区域に 

位置しているか 

（Ⅲ）歴史・文化資源、環境など 

   に必要性を上回る多大な影響

があるか 

（Ⅳ）代替性を検討すべきか 

（Ⅴ）計画上の必要性を代替する道 

路があり、総合的に判断し

て計画を廃止すべきか 

No 

【必要性に関する評価】 

No 

No 

No 

Yes 

（Ⅵ）幅員や線形等の 

再検討が必要か 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

計画変更の検討に 

時間を要するか 

線形などの変更で 

影響を回避できるか 

Yes 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes No Yes 

No 

Yes 

廃止までの経過措置として

建築制限を緩和 
建築制限を緩和 

⑶ 検討ルートＦによる判定で廃止 

以下の検討手順によるものは次のとおりです。 

検

討

ル

ー

ト

Ｆ 
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検討手順の評価（路線が市街化調整区域に位置している）により 

      に該当する路線 

 

番号 路線名 

廃止－５ 神ノ郷線 

廃止－６ 舟川原南蔵伝線 

路線別の詳細は、P48、P49参照。 

廃止 
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当該路線は、市街化調整区域内に位置しているため廃止する路線とします。 

なお、拡幅未整備区間を含めた現道は、計画道路が接続する柏原神ノ郷線と蒲郡環

状線に接続しており、現道に代替性がある状況があります。 

廃止-5 神ノ郷線 



49 

 

 

 

  

  

当該路線は、市街化調整区域内に位置しているため廃止する路線とします。 

なお、拡幅未整備区間を含めた現道は、計画道路が接続する竹谷柏原線と名豊線に

接続しています。整備済みの名豊線と王子中村線、存続する竹谷柏原線により、市街

地の交通処理機能は確保される状況です。 

廃止-6 舟川原南蔵伝線 
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11 計画内容を変更する路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画内容変更 見直し継続 廃止 存続 

【実現性に関する評価】 

都市計画道路（区間） 

（Ⅰ）整備済みあるいは事業中か 

（Ⅱ-1）名豊道路に関連し道路骨 

    格を形成する重要路線か 

（Ⅱ-3）計画上の必要性があるか 

（Ⅱ-2）路線が市街化調整区域に 

位置しているか 

（Ⅲ）歴史・文化資源、環境など 

   に必要性を上回る多大な影響

があるか 

（Ⅳ）代替性を検討すべきか 

（Ⅴ）計画上の必要性を代替する道 

路があり、総合的に判断し

て計画を廃止すべきか 

No 

【必要性に関する評価】 

No 

No 

No 

Yes 

（Ⅵ）幅員や線形等の 

再検討が必要か 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

計画変更の検討に 

時間を要するか 

線形などの変更で 

影響を回避できるか 

Yes 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 
No Yes 

No 

Yes 

廃止までの経過措置として

建築制限を緩和 
建築制限を緩和 

⑴ 検討ルートＧによる判定で計画内容を変更 

以下の検討手順によるものは次のとおりです。 

検討ルートＧ 
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検討手順の評価により 

          に該当する路線 

 

番号 路線名 内容 

計画内容変更－１ 蒲郡環状線 柏原線を蒲郡環状線に変更し未整備区間を廃止。 

計画内容変更－２ 三谷駅前線 計画幅員１５ｍを現況幅員１２ｍに変更。 

路線別の詳細は、P52、P53参照。 

 

計画内容変更 
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未整備区間が交差する名豊線（国道 247号中央バイパス）は、この交差部より西

側で蒲中線との信号交差点があり、交差点区間の距離が 200m 未満であるため交差

点の整備が困難であることと、交差点南側で河川（落合川）を横断する箇所は構造的

に困難な状況です。未整備区間の整備は現実的ではない状況であるため、柏原線を蒲

郡環状線に変更して、竹谷柏原線に接続することで環状機能を確保します。 

なお、未整備区間東側には、名豊道路と信号交差点で接続する現道があります。 

計画内容変更-1 蒲郡環状線 

経
路
の
変
更
に
よ
り
廃
止 

200m未満 
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当該路線の計画幅員は 15ｍです。現況は４ｍの車線が 2車線と両側に２ｍの路肩

があり合計 12ｍの幅員が確保されていることから、交通機能には支障がありません。 

今後において、計画どおりの拡幅を行う必要性は低い状況となっていることから、

現況幅員の 12mに計画幅員を変更します。 

計画内容変更-2 三谷駅前線 
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12 見直しを継続する路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見直し継続 計画内容変更 廃止 存続 

【実現性に関する評価】 

都市計画道路（区間） 

（Ⅰ）整備済みあるいは事業中か 

（Ⅱ-1）名豊道路に関連し道路骨 

    格を形成する重要路線か 

（Ⅱ-3）計画上の必要性があるか 

（Ⅱ-2）路線が市街化調整区域に 

位置しているか 

（Ⅲ）歴史・文化資源、環境など 

   に必要性を上回る多大な影響

があるか 

（Ⅳ）代替性を検討すべきか 

（Ⅴ）計画上の必要性を代替する道 

路があり、総合的に判断し

て計画を廃止すべきか 

No 

【必要性に関する評価】 

No 

No 

No 

Yes 

（Ⅵ）幅員や線形等の 

再検討が必要か 

No 

No 

Yes 

Yes 

Yes 

計画変更の検討に 

時間を要するか 

線形などの変更で 

影響を回避できるか 

Yes 

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes No Yes 

No 

Yes 

廃止までの経過措置として

建築制限を緩和 
建築制限を緩和 

⑴ 検討ルートＨによる判定で見直し継続 

以下の検討手順によるものは次のとおりです。 

検
討
ル
ー
ト
Ｈ 

検討ルートＨ 
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検討手順の評価により 

          に該当する路線 

 

番号 路線名 内容 

見直し継続－１ 深溝西浦線 
未整備区間の見直し検討を継続して建築制限の

緩和を実施。 

見直し継続－２ 形原線 
未整備区間の見直し検討を継続して建築制限の

緩和を実施。 

見直し継続－３ 幡豆線 
未整備区間の見直し検討を継続して建築制限の

緩和を実施。 

見直し継続－４ 拾石竹谷線 未整備区間の見直し検討を継続。 

路線別の詳細は、P56～P59参照。 

見直し継続 
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見直し継続-1 深溝西浦線 

当該区間は、今後においても整備の見通しは立たない状況ですが、市街化区域内の

骨格となる必要な都市計画道路です。計画内容は、住宅を中心とした土地利用がされ

ている状況があり、計画内容の変更の検討が必要です。代替となりうる現道は、十分

な車道及び歩道の幅員が確保されていません。こういった中で、都市計画道路の変更

は、事業の実現性を持って進める必要があるため、見直し検討を継続します。 

このため、現在の計画位置に建築制限を行う必要性は極めて低下していることか

ら、当該区間の建築制限の緩和を実施します。 

※建築制限緩和 

見
直
し
継
続 
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当該路線は、深溝西浦線と同様、今後においても整備の見通しは立たない状況です

が、市街化区域内の骨格となる必要な都市計画道路です。計画内容は、住宅を中心とし

た土地利用がされている状況があり、計画内容の変更の検討が必要です。都市計画道路

の変更は、事業の実現性を持って進める必要があるため、見直し検討を継続します。 

このため、現在の計画位置に建築制限を行う必要性は極めて低下していることから、

建築制限の緩和を実施します。 

見直し継続-2 形原線 ※建築制限緩和 
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当該区間は、深溝西浦線・形原線と同様、今後においても整備の見通しは立たない

状況ですが、市街化区域内の骨格となる必要な都市計画道路です。計画内容は、住宅

を中心とした土地利用がされている状況があることと、鉄道との立体交差箇所が構造

的に困難であることなどにより、計画内容の変更の検討が必要です。代替となりうる

現道は、十分な車道及び歩道の幅員が確保されていません。こういった中で、都市計

画道路の変更は、事業の実現性を持って進める必要があるため、見直し検討を継続し

ます。このため、現在の計画位置に建築制限を行う必要性は極めて低下していること

から、当該区間の建築制限の緩和を実施します。 

見直し継続-3 幡豆線 ※建築制限緩和 
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幸田町の区間を含めた拡幅未整備区間は、歩道が未整備です。見直しを進めるにあ

たって幸田町との調整を行いながら継続して検討を行います。この路線については、

方向性が明確とはいえないため建築制限緩和の対象にしません。 

見直し継続-4 拾石竹谷線 
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13 建築制限の緩和について 

 

 ⑴ 建築制限の緩和対象路線 

４「蒲郡市 都市計画道路の長期未整備に関する取り組み方針」の基本的な考え方の、

⑶ 建築制限への対応（7ページ）で示すように、以下について建築制限の緩和を実施

します。 

廃止する路線又は廃止する区間を有する路線の以下６路線 

番号 路線名 内容 

廃止－１ 海岸線 
本宿線及び竹島線と交差する箇所から松原線までの

未整備区間 

廃止－２ 清田線 
蒲郡環状線から北側の拡幅未整備区間及び未整備区

間 

廃止－３ 深溝西浦線 
「形原温泉信号」から幸田町との境界までの拡幅未整

備区間 

廃止－４ 幡豆線 
西尾市幡豆町との境界から深溝西浦線との交差部の

未整備区間 

廃止－５ 神ノ郷線 未整備区間 

廃止－６ 舟川原南蔵伝線 全線 

路線別の図面は、P62～P73参照。 

 

見直しを継続する必要がある路線で建築制限の緩和を実施する以下 3路線 

番号 路線名 内容 

見直し継続－１ 深溝西浦線 見直し検討を継続する区間 

見直し継続－２ 形原線 見直し検討を継続する区間 

見直し継続－３ 幡豆線 見直し検討を継続する区間 

路線別の詳細は、P74～P85参照。 

※ 計画内容を変更する路線（２路線）についても、建築制限の緩和を実施することも

考えられますが、具体的な変更内容が今後の調整によるところがあるため緩和の対象

としないこととします。 

 



61 

 

 

⑵ 他の自治体における建築制限の緩和状況 

他の自治体において、都市計画法第 53条による建築制限を緩和しているのは、５都

府県２１市（HP調べ）です。 

緩和の内容は、許可基準にある階数が２階以下を３階以下とするものです。 

主要構造部について、鉄筋コンクリート造などを緩和の対象としている自治体はあり

ません。 

緩和の対象については、全ての都市計画道路を対象としている自治体と商業系の用途

地域や道路整備の優先性などを考慮して緩和している自治体があります。 

 

⑶ 蒲郡市における建築制限の緩和 

 蒲郡市における建築制限の緩和は、他の自治体にならって、許可基準のうち、階数を

３階以下とする緩和とします。 

 

なお、都市計画法第５３条で、都市計画施設の区域において建築しようとする者は、

都道府県知事等（蒲郡市の許可権者は市長）の許可を受けなければならないと規定され

ており、この許可基準は、同法第５４条に規定されていますが、許可基準を別に定める

ことで緩和ができます。 

このため、建築制限の緩和として、許可基準を全て適用しないとすることは、都市計

画法の規定に反することになるため、あくまで許可基準の緩和として運用することにな

ります。 

  

 
































